
 

資料４ 

 
 
 
 

さいたま都市計画地区計画の変更について 

【七里駅北側地区】 

 
 
 
 

都市計画法第１６条に基づく説明会の開催状況／ 

都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

 
 
 
 

【議案第４２２号関係】 
 



 



 
 

【対象地区】 

 七里駅北側地区 

 

 

１ 都市計画法第１６条に基づく説明会の開催状況 

 

（１）説明会の開催状況 

 

開催日時 
令和５年１２月９日 

１８：００～ 

令和５年１２月１１日 

１８：００～ 

開催場所 春おか広場多目的ホール 

出席者 ２７名 ２１名 

 

（２）意見の要旨 

 

意見の要旨 意見に対する市の見解 

まちづくり協議会が作成した案の前

に第二種中高層住居専用地域での 

500 ㎡以下、第一種住居地域の 1500 

㎡以下の店舗に制限する意見が多数

を占めていたのに、最終アンケートで

外した件について、ワークショップ、

住民説明会でどのようなまちになる

か丁寧な説明があったのに、反対意見

があったから変更するのであれば、最

終アンケートでも、再度丁寧な説明が

必要なのではないかと考える。もう一

度最終アンケートを行った方がいい

のではないか。 

まちづくり協議会を中心に地区計画の案

を決めていく中で、アンケートやまちづく

り協議会の中でも様々な意見があり、地区

の合意として進めていくために内容をい

くつか変更して、最終アンケートを取られ

ています。その結果、９割の賛成を得てい

ることから、市としては合意が得られてい

るものと判断し、手続きを進めていきたい

と考えております。 
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２ 都市計画法第１６条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

 

 

（１）縦覧の期間及び縦覧者数 

地区名 七里駅北側地区 

縦覧の告示 令和５年１２月１１日 

縦覧の期間 令和５年１２月１１日 から 令和５年１２月２５日まで 

意見書の提出期間 令和５年１２月１１日 から 令和６年１月４日まで 

縦覧者数 ５名 

 

（２）意見書の提出状況 

    ２通２名 【内訳】質問１通１名 意見１通１名 

 

 

３ 都市計画法第１６条に基づき提出された意見書の要旨 

 

 （質問） 

意見の要旨 意見に対する市の見解 

自分の所有する土地がＡ地区の一番南

側に位置している為、隣接するＣ地区

に高さ１５ｍの建物が出来た場合で

も、１０ｍ高さの制限のままになるの

でしょうか。 

（調整余地無いでしょうか） 

Ａ地区内は、隣接するＣ地区に高さ１５

ｍの建物が建ったとしても、高さが１０

ｍに制限されます。 

なお、建築基準法の日影規制により、一

定時間以上の日影を生じさせないよう規

制がかかることで、周囲の日照は確保さ

れるものと考えます。 
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（意見） 

七里駅北側地区都市計画原案における建

築物の用途の制限案で、「第２種中高層住

居専用地域の店舗面積５００㎡以下」と

「第１種住居地域の店舗面積１５００㎡

以下」の制限除外について、住民説明会

でのアンケート結果の「制限する」を採

用せず、まちづくり協議会で「制限除外」

に変更して最終意向調査を行い、「制限除

外」となった。 

しかし、「制限除外」に変更した理由が不

明確であり、改めて再度の住民意向調査

にこれまでの経緯及びまちづくり協議会

での制限除外理由等を示し、住民の意向

確認を行うことが必要です。 

主旨 

１．まちづくり協議会での制限除外理由

が除外の理由に当たらない 

２．まちづくり協議会での制限除外の検

討内容及び「他の理由」が不明 

３．最終意向調査での制限除外理由の記

載内容が不明瞭 

４．住民説明会での意見を軽視している 

 

まちづくり協議会を中心に地区計画の案

を決めていく中で、アンケートやまちづ

くり協議会の中でも様々な意見があり、

地区の合意として進めていくために内容

をいくつか変更して、最終アンケートを

取られています。その結果、９割の賛成

を得ていることから、市としては合意が

得られているものと判断し、手続きを進

めていきたいと考えております。 

 

 

４ 都市計画法第１７条に基づく縦覧及び意見書の提出状況 

 

（１）縦覧の期間及び縦覧者数 

地区名 七里駅北側地区 

縦覧の告示 令和６年２月１３日 

縦覧の期間 令和６年２月１３日 から 令和６年２月２７日まで 

意見書の提出期間 令和６年２月１３日 から 令和６年２月２７日まで 

縦覧者数 ２名 

 

 

（２）意見書の提出状況 

   ２通２名 【内訳】反対２通２名 
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５ 都市計画法第１７条に基づき提出された意見書の要旨 

 

 （反対） 

意見の要旨 意見に対する市の見解 

【七里駅北側地区都市計画原案における建築

物用途の制限で、「第２種中高層専用住宅の店

舗面積５００㎡以下」と「第１種住居地域の店

舗面積１５００㎡以下」の制限について、住民

説明会でのアンケート結果の「制限する」を採

用せず、まちづくり協議会で「制限除外」に変

更して最終意向確認を行い「制限除外になっ

た】とありますが、まちづくり協議会に参加し

た者として、ワークショップで決定した「制限

する」という地区計画素案で住民説明会を実施

し、「制限する」で多数があったにも関わらず、

その後のまちづくり協議会で「制限除外」に変

更した理由がよく分かりません。 

また、最終意向調査で「制限除外」とされた記

載が分かりにくいもので、「制限除外」に誘導

しようとする意図を感じました。 

まちづくり協議会を中心に地区

計画の案を決めていく中で、ア

ンケートやまちづくり協議会の

中でも様々な意見があり、地区

の合意として進めていくために

内容をいくつか変更して、最終

アンケートを取られています。

その結果、９割の賛成を得てい

ることから、市としては合意が

得られているものと判断いたし

ました。 

七里駅北側地区計画の変更における建築物の

用途の制限で、「第 2 種中高層専用住宅の店舗

面積 500 ㎡以下」と「第 1 種住居地域の店舗面

積 1500 ㎡以下」の制限について、住民説明会

でのアンケート結果の多数である「制限する」

を採用せず、まちづくり協議会で「制限除外」

に変更して最終意向調査を行い「制限除外」と

なりました。そして、さいたま市も最終意向調

査の結果をもとに計画変更を行いました。 

 しかし、まちづくり協議会は住民説明会での

アンケート結果の多数である「制限する」を「制

限除外」に変更した理由が不明確であり、且つ

最終意向調査での記載方法も不明瞭であるた

め、正確な住民の意向が示されているとは思え

ません。 

 また、さいたま市も「制限除外」に変更した

理由について、まちづくり協議会での最終意向

調査の結果だけで、明確な理由を住民に説明し

ていません。 

 改めて再度の住民意向調査にて、これまでの

経緯及びまちづくり協議会での制限除外理由

まちづくり協議会を中心に地区

計画の案を決めていく中で、ア

ンケートやまちづくり協議会の

中でも様々な意見があり、地区

の合意として進めていくために

内容をいくつか変更して、最終

アンケートを取られています。

その結果、９割の賛成を得てい

ることから、市としては合意が

得られているものと判断いたし

ました。 

また、市としましても、土地区

画整理事業により新たなまちと

して整備されることや、ご指摘

された用途地域の指定場所を踏

まえても、地元素案の内容は、

妥当と判断いたしました。 
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等を示し、住民の意向確認を行うことが必要で

す。 
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